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第１ はじめに 

  原発事故によって放出される放射性ヨウ素は、甲状腺に集積し、甲

状腺がんのリスクを高める。住民らの生命、身体を保護するために

は、甲状腺の被ばくの有無、被ばく線量を把握することが重要となっ

てくる。 

  しかし、原子力災害対策指針の予定する甲状腺被ばく線量モニタリ

ングは、検査対象の欠落、検査体制の整備不可能、検査方法の不備が

ある。また、モニタリング結果を用いて被ばく線量の推定をする方法

は未定である。 

  そのため、住民らは、原発事故によって被ばくを強いられても、被

ばく量を知ることもできず、適切な健康観察、治療を受けられない。

これでは住民らの生命、身体を保護する避難計画とは到底いえない。 
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  以下詳述する。 

 

第２ 甲状腺被ばく線量モニタリング 

 １ 定義 

   甲状腺被ばく線量モニタリング（以下「甲状腺モニタリング」と

いう。）とは、甲状腺の被ばく線量を推定するために行う測定のこと

をいう（甲Ｇ４１４・７頁）。 

 ２ 目的 

   甲状腺モニタリングは、「放射性ヨウ素の吸入による甲状腺への集

積の程度を定量的に把握し、被ばく線量を推定するために実施しな

ければならない」とされている（甲Ｇ４１４・２８頁）。 

 ３ 実施する場面 

   避難又は一時移転の措置を講ずる場合に、原発立地県が、国から

の指示に基づき、避難退域時検査とともに甲状腺モニタリングを実

施しなければならないとされている（甲Ｇ４１４・７頁、２７頁）。 

 ４ 対象者 

   甲状腺モニタリングの対象者は、「ＯＩＬに基づく防護措置として

避難又は一時移転を指示された地域に居住する住民等（放射性物質

が放出される前に予防的に避難した住民等を除く。）であって、１９

歳未満の者、妊婦及び授乳婦」を基本とするとされている（甲Ｇ４

１４・２８頁、２９頁）。 

 ５ 実施手順―簡易測定と詳細測定 

   実施手順としては、まず簡易測定を行い、スクリーニングレベル

https://drive.google.com/open?id=1ty3wnQzf2Rye1M04O1AA9tCSxd08KiUM&usp=drive_fs
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（０．２μ㏜／ｈを目安）を超える者を対象として詳細測定を行う

とされている（甲Ｇ４１４・２９頁）。 

  ⑴ 簡易測定 

    簡易測定は、ＮａＩ（ＴＩ）サーベイメータを用いて実施す

る。簡易測定の実施期間は、吸入摂取からおおむね３週間内を基

本とする。（甲Ｇ４１４・２９頁） 

    測定に当たっては、まず、着座した被測定者の大腿部上部に Ｎ

ａＩ（ＴＩ）サーベイメータのプローブ 1を置き、指示値（Ｂ）を

読み取り、次に、プローブを被測定者の頸部下部に軽く密着させ

る形で保持し、指示値（Ａ）を読み取ることとし、指示値（Ａ）

から指示値（Ｂ）を差し引いた正味値を評価する。（甲Ｇ４７２・

マニュアル９頁） 

 

（甲Ｇ４７２・マニュアル２３頁） 

  ⑵ 詳細測定 

    詳細測定は、正味値がスクリーニングレベル（０．２μ㏜／

ｈ）を超える者を対象として、甲状腺モニタを用いて実施す

る。詳細測定の実施期間は、吸入摂取からおおむね４週間内を

 
1 プローブとは、測定対象とオシロスコープを接続する機器をいう。測定対象から
信号を検出し、その信号をオシロスコープで波形として表示する。  
（https://www.smfl-r.co.jp/measure/solutions/recommend/the_basics/probes/）  

https://drive.google.com/open?id=1CEB_hRi4f6VY6I6rBSbA7CEGueg5tClA&usp=drive_fs
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基本とする。（甲Ｇ４１４・２９頁） 

 

第３ 甲状腺モニタリング対象者の欠落 

  原子力災害対策指針では、甲状腺モニタリング対象者を選別する基

準の一つとして「避難又は一時移転を指示された地域に居住する住民

等」と規定されている。他方、「甲状腺被ばく線量モニタリング実施マ

ニュアル」（以下「マニュアル」という。）では、甲状腺モニタリング

実施場所を「避難所又はその近傍の適所」と規定しており（甲Ｇ４７

２・８頁）、避難又は一時移転をした者しか甲状腺モニタリングを受け

ることはできない仕組みになっている。つまり、避難又は一時移転で

きなかった者は、甲状腺モニタリングの対象から欠落している。ＵＰ

Ｚの住民のみならず、ＰＡＺの住民も対象から欠落している。 

  要支援者の支援を受けられず避難できなかった者や道路の損壊等に

よって避難できなかった者等は、避難指示が出されている区域に滞在

することになる。特にＰＡＺの住民らは、原発の至近で大量の放射性

物質が拡散する環境に滞在することになる。こういった者たちは、屋

内退避による被ばく低減効果がほぼ認められない中で多くの被ばくを

するのであるから、甲状腺モニタリングを必要とする者である。 

  しかし、避難又は一時移転できなかった者が甲状腺モニタリングを

受けられる体制は、後述のとおり、整えられていない。そのため、避

難又は一時移転できなかった者たちは、避難指示区域内で大量の被ば

くをするにもかかわらず、被ばく線量の推定がなされず、被ばく量を

知ることはできない。 
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第４ 被ばく線量の推定方法が「今後の検討課題」 

  原子力規制委員会が「甲状腺被ばく線量モニタリング実施マニュア

ル（案）」の意見公募の実施を決めた会議の資料には、「今後の主な検

討課題」として「１．甲状腺被ばく線量モニタリングの測定結果に基

づく甲状腺の被ばく線量の推定方法及びその対象者」と記載されてい

る（甲Ｇ４７３・２頁）。２０２３年２月１５日の同会議でも、甲状腺

の被ばく線量の推定方法が検討課題であることが説明されている（甲

Ｇ４７４・２４頁、２５頁）。 

  意見公募を経て策定された内閣府のマニュアルにも、「甲状腺の被ば

く線量の推定方法…は、今後の検討課題」と明記されている（甲Ｇ４

７２・４頁）。 

  つまり、甲状腺被ばく線量の測定はするものの、被ばく線量は推定

されない。マニュアル策定前の段階であるが、２０２１年６月７日の

道府県原子力防災担当者連絡会議で、原子力規制庁から、「緊急時の甲

状腺被ばく線量モニタリングに関する検討チーム」の議論状況の説明

を受けて、福井県から、「甲状腺被ばく線量モニタリングの目的は何

か？放射線の調査研究なのか？」（甲Ｇ４７５）と甲状腺被ばく線量モ

ニタリングの意義への疑問が呈されている。 

  以上のとおり、マニュアルの予定する体制では、原子力災害対策指

針が規定する甲状腺モニタリングの目的「被ばく線量を推定」を達す

ることができていない。 

 

第５ 甲状腺モニタリング結果を本人に知らせるべき 

 １ マニュアルは、「正味値について、本人からの請求により伝達する

窓口等を設置する。」（甲Ｇ４７２・２３頁）とする。 

https://drive.google.com/open?id=1vd3ilF-fgLn1cGDlyvsn9xaoLP9ANcz9&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1NLiwF0QpRZ0Vschn-r_v6YoDECkuYMNT&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1NLiwF0QpRZ0Vschn-r_v6YoDECkuYMNT&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1rpA8BcvWoaPLV9hH_G2DBj8pUZRC8a1O&usp=drive_fs
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 ２ しかし、本人からの請求がなくとも、甲状腺モニタリング結果を

本人に知らせるべきである。例えば、被ばくという点で共通するレ

ントゲンの検査をみても、患者はレントゲン検査を受ける前に医師

から説明を受け、被ばくの承諾をしてから検査を受ける。検査結果

についても医師から説明を受け、治療内容などを決めていく。本人

からの請求を待つまでもなく、医師から説明がなされる。このよう

に医療の現場では、患者が病状や治療について十分に理解し、どの

ような医療を選択するかを、患者と医療関係者が互いに情報共有

し、合意するプロセスがとられる。これは、生命、身体に直接影響

する事項について、患者の知る権利、自己決定権を尊重することが

根底にある。 

 ３ 原発事故による被ばくは、医療と異なり、被ばく者には何もメリ

ットはない。原発事業者が設置した発電所の事故によって、本人の

承諾なしに強いられる被ばくである。そうであるからこそ、医療の

現場と比較しても（本人からの請求がなくとも）、より詳細に丁寧

に、生命、身体に直結する情報である甲状腺モニタリング結果を被

ばく者本人に知らせる必要がある。 

 ４ 被ばくを強いられる本人の視点が欠落している理由は、内閣府の

マニュアルの目的に現れている。同マニュアルは、「甲状腺の被ばく

線量の推定の目的は、国や関係地方公共団体が、住民等の被ばく線

量を把握することにより、住民等の健康に係る評価や健康相談等に

関する施策の実施に役立てることにあると考えている。」（甲Ｇ４７

２・４頁）とするにとどまる。これは、被ばくを強いられる本人が

被ばく線量を知り、健康影響の有無・程度を知った上で、どのよう

に経過観察、治療をしていくかを自己決定するという視点は欠落

し、国・地方公共団体の施策としか考えていないことの現れであ
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る。 

 

第６ 簡易検査の体制整備は不可能 

 １ 甲状腺モニタリングの対象者（簡易検査の対象者）は、上述のと

おり、「ＯＩＬに基づく防護措置として避難又は一時移転を指示され

た地域に居住する住民等（放射性物質が放出される前に予防的に避

難した住民等を除く。）であって、１９歳未満の者、妊婦及び授乳

婦」を基本とするとされている（甲Ｇ４１４・２８頁、２９頁）。 

 ２ 対象者を年齢で限定することに問題はあるもの、仮に原子力災害

対策指針の規定を前提にすると、甲状腺モニタリングの対象者とな

るＵＰＺ（約３０ｋｍ圏）の１９歳未満及び妊産婦の数は、約１３

万８０００人前後である。 

   約１３万８０００人前後もの避難者を、およそ３６８０か所も

の、県内外の各所に点在する避難所（東海第二原発の３０ｋｍ圏の

約９２万人超が避難する場合に避難所１か所で２５０人を受け入れ

ると仮定）で、３週間以内で、簡易検査を実施することは、機材・

人員の確保もできていない現状の体制では不可能である。 

   福島第一原発事故時には、全国からの医師、技師らが現地に集

まってもなお、甲状腺被ばく線量検査ができたのは１０８０人の

みであったことに照らすと（甲Ｇ４７６・７頁）、約１３万８００

０人前後もの簡易検査は実現不可能である。 

 ３ ２０２１年６月１８日に行われた、原子力規制庁・内閣府による

道府県担当者向けの「緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングに関

する説明会」で、茨城県は「本県はＵＰＺ内人口が約９０万人と非

常に多く、対応は不可能だと認識している」と述べ、甲状腺モニタ

https://drive.google.com/open?id=1On9JB92dmC5hyDY4be1zlO38SeAM1P6o&usp=drive_fs
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リングを県で実施することはできない旨を訴えた（甲Ｇ４７７）。 

   福井県も、２０２１年６月１５日に行われた「緊急時の甲状腺被

ばく線量モニタリングに関する関係道府県説明会」で、「福井県では

県外への避難もあり、自主避難や避難所を転々とする住民もいると

想定される中、被災自治体は住民の所在確認や住民台帳との照らし

合わせなどに大きな労力がかかるため、必要な多くの人員を確保す

ることは困難。」（甲Ｇ４７８・１頁）と述べ、茨城県と同様に簡易

検査の体制整備はできない旨を訴えた。 

   県職員は、原子力災害時は、災害対策本部の開設・運営、緊急時

モニタリングの実施、屋内退避の指示、避難・一時移転の指示、安

定ヨウ素剤の配布・服用の準備・実施、退域時検査場所の開設・運

営、避難所の開設・運営等に追われる。複合災害ともなれば、住民

らの安否確認・救出、道路・家屋・ライフライン等の被害調査にも

追われる。 

   これに加えて簡易検査の準備・実施は、およそ不可能である。 

   国から無理難題を押し付けられたことに対して、福井県から、「簡

易測定・詳細測定ともに地方公共団体が実施するとしており、国の

役割は各種支援のみと全く具体性がない。これは本来中長期対策と

して国が主体となるべき対応を地方に丸投げしているのではない

か。」「国が示す自治体に大部分の対応を委ねる体制案は無責任であ

る。」（甲Ｇ４７８・２０２１年６月１５日「緊急時の甲状腺被ばく

線量モニタリングに関する関係道府県説明会」１頁）と、国は無責

任であると厳しく批判している。 

 ４ 以上のとおり、本件東海第二原発の抱える人口の多さに照らせば

簡易検査の体制整備は不可能であり、簡易検査を実現することはで

きない。このことは茨城県も訴えるところである。 

https://drive.google.com/open?id=18bWrhMxjm3ScDOdppjCE8d-k1O3MmiEl&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TqkjDBMg5xLZZqmYGdE85Mf1MnYHPYmH&usp=drive_fs
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第７ 詳細検査を受けるために避難元へ戻ることに 

 １ 詳細検査を実施する場所は、マニュアルによると、甲状腺モニタ

やホールボディカウンタのある「原子力災害拠点病院又は高度被ば

く医療支援センター」とされている（甲Ｇ４７２・８頁）。 

   「原子力災害拠点病院」は、茨城県が指定しているのは、水戸医

療センター、県立中央病院、筑波大学附属病院の３病院である（甲

Ｇ４７９・６１頁）。 

   「高度被ばく医療センター」は、放射線医学研究所（千葉県に所

在）、弘前大学、福島県立医科大学、福井大学、広島大学、長崎大学

の６機関である 2。 

 ２ 茨城県民の避難先は、福島県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県

茨城県内とされている（甲Ｇ３４０・９頁）。 

  ⑴ このうち、茨城県内に避難する住民（東海村全部、那珂市全

部、水戸市の一部、常陸太田市の一部、高萩市の一部、鉾田市全

部、茨城町全部、大子町全部）は、茨城県内の「原子力災害拠点

病院」である３病院のうち、筑波大学附属病院のみしか使えそう

もない。すなわち２病院（水戸医療センター、県立中央病院）

は、ＵＰＺ（約３０ｋｍ）圏内にあるため、本件東海第二原発事

故時には避難指示区域に指定され、詳細検査の場所として用いる

ことはできそうもない。そうすると、３０ｋｍ圏外に位置する筑

波大学附属病院のみしか使えそうもない。 

  ⑵ 福島県、千葉県に避難する住民（福島県には日立市全部及び常

 
2 https://www.qst.go.jp/site/nirs/carem-summary.html 

https://drive.google.com/open?id=1O55EAnz80afndgqHyn9VjXWd5bAYlPdv&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1O55EAnz80afndgqHyn9VjXWd5bAYlPdv&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1mlVzW_VAZjvgBsLAil3wNBU3R-R1jyph&usp=drive_fs
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陸太田市の一部、千葉県には大洗町全部、水戸市の一部、ひたち

なか市の一部）は、福島県立医科大学、放射線医学研究所（千葉

県に所在）で詳細検査を受けることが可能かもしれない。 

  ⑶ しかし、埼玉県（水戸市の一部）、栃木県（水戸市の一部）、群

馬県（水戸市の一部）に避難する住民は、避難先に「高度被ばく

医療センター」もなく、「原子力災害拠点病院」もない（甲Ｇ４８

０）。したがって、避難先で詳細検査を受けることはできない。 

    その他に親戚・知人を頼って全国各地に避難する住民もいる。 

    そうすると、埼玉県、栃木県、群馬県に避難する住民や、親

戚・知人を頼って全国各地に避難する住民は、避難先で精密検査

を受けることはできず、茨城県にある筑波大学附属病院に戻る形

となる。 

    つまり、避難者がいったん避難所へ到着したにもかかわらず、

避難所での甲状腺モニタリングの結果でスクリーニングレベルを

超えると、詳細検査のために、原子力災害拠点病院へ向けて、原

発の近くの避難元へ戻ることになる。これでは避難をしたことに

ならないし、避難者の時間と労力の無駄にすることで避難者への

過度な負担を強いて、さらなる被ばくを強いるものであって、「生

命、身体の保護」（原子力災害対策特別措置法１条）という目的に

反する体制である。 

 

第８ 国が開発した甲状腺モニタリング機器を簡易測定では使用しない   

 １ ２０１７年、原子力規制庁の「平成２９年度放射線防護分野の安

全研究」として、「放射性ヨウ素等の迅速・高精度な内部被ばくモニ

タリング手法に関する研究」が、９０００万円（１年３０００万

https://drive.google.com/open?id=1TWJ_2FtTmhbBONZ5Gr1iaZENQWh-davW&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TWJ_2FtTmhbBONZ5Gr1iaZENQWh-davW&usp=drive_fs
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円、３年間）で公募された（甲Ｇ４８１・２頁）。 

   その研究が必要とされた理由は、 

  「○事故などの緊急時には、事故後早い段階においてできるだけ沢

山の人を対象に精度の高い計測により、内部被ばく線量評価を行

う必要がある。 

   （中略） 

   ○ついては、放射性ヨウ素の内部取込みに伴う甲状腺被ばく線量

測定の精度向上のために、高バックグラウンド環境に対応する小

型、高感度、スペクトル分析が可能な甲状腺モニタの開発が必要

とされている。」 

  とされている（甲Ｇ４８１・１９頁）。 

   つまり、開発対象について「高バックグラウンド環境に対応す

る」、「小型」と指定されているとおり、避難所で「事故後早い段階

においてできるだけ沢山の人」を対象に「精度の高い計測」のでき

る機器の開発が求められていた。 

   開発者として、日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）と量子科学

技術研究開発機構（ＱＴＳ）が採用され、それぞれ新型モニタを開

発した（甲Ｇ４８２・３頁）。 

 ２ これを受けて、原子力規制委員会は、２０２１年２月３日、甲状

腺被ばく線量を詳細に測定できる装置の実用化の目途が立ったとし

て、「緊急時の甲状腺被ばく線量モニタリングに関する検討チーム」

の設置を了承した。この会議では、伴信彦委員が、「これは１Ｆ事故

のときの甲状腺モニタリングがうまくいかなかったという反省があ

って、私は特に測定の精度が十分ではなかった。具体的に言うと、

測らなければいけない量、スクリーニングレベルとして設定された

値とバックグラウンドが余り変わらないような環境で測定が行われ

https://drive.google.com/open?id=1UUkLJfR3fH3sbxGrWDYb0PnLElbWA7fX&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1_0REZ_HxwO4KaI80vJPzok8N2ab5Tx9M&usp=drive_fs
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て、しかもエネルギースペクトルを取っていないので、何を測って

いるか弁別できていない。」などと福島第一原発事故時の失敗を克服

するための機器開発であったことを説明した（甲Ｇ４８３・１９

頁）。 

 ３ ところが、２０２１年２月１８日の同チームの第１回会議で、突

如、「簡易測定は、…広く普及しているＮａＩ（ＴＩ）サーベイメー

タによる測定を基本として検討する。」（甲Ｇ４８４・１頁）との方

針が示された。新型モニタを使わない理由については触れられてい

ない。 

   全４回のチーム会議を経てまとめられた報告書にも、同じ記載

（ 「簡易測定は、…広く普及しているＮａＩ（ＴＩ）サーベイメータ

による測定を基本として検討する。」）がなされている。 

   同報告書を受けて、２０２４年４月に改定された原子力災害対策

指針にも「簡易測定は、ＮａＩ（ＴＩ）サーベイメータを用いて実

施する。」（甲Ｇ４１４・２９頁）とされている。 

 ４ 新型モニタを使えない理由が会議の場で公にできないものである

にせよ、結果として、避難所での簡易測定で、新型モニタは使われ

ない。原子力規制委員会が福島第一原発事故の反省から開発を求め

た「事故後早い段階においてできるだけ沢山の人」を対象に「精度

の高い計測」ができるとしている機器（実際にそのような機能を有

しているかは不明）は準備されていないのである。 

   したがって、現在でも、福島第一原発事故時と同じように、少人

数しか計測できず、スクリーニング値とバックグラウンド値がほぼ

変わらない環境で測定されたために正確に正味値を把握できず、ま

た放射性物質の種類が弁別できないなどの状況は変わらないため、

甲状腺被ばく線量の推定に資する測定値を得られないことを繰り返

https://drive.google.com/open?id=1e6u-TkaR9pXvuRWugAaXeYUrTCWGFCqW&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1d_JBJgEdR4BhTkyJZi-iLAKt94C47UpB&usp=drive_fs
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すことになる。 

   よって、甲状腺被ばく線量の推定ができないことから、住民らは

被ばくしたものの、被ばく量が不明で、その後の健康観察、治療は

適切になされないことになる。福島第一原発事故の繰り返しであ

る。 

 

第９ バックグラウンドが十分に低いという前提を満たすことの困難 

 １ 甲状腺モニタリングでは、スクリーニングレベルを０．２μ㏜／

ｈとしている（甲Ｇ４７２・１０頁）。 

   これは、簡易測定の場所である「避難所又はその近傍の適所」（甲

Ｇ４７２・８頁）で、バックグラウンド 3の空間放射線量率が０.２

μＳｖ/ｈよりも十分低いことが前提である（甲Ｇ４７２・２１

頁）。 

 ２ しかし、福島第一原発事故では、同原発から６０ｋｍ以上離れた

福島市やいわき市で空量率２０μＳｖ/ｈ前後が測定され（甲Ｇ４８

５、甲Ｇ４８６）、１１０ｋｍ離れた東海村では５.８μＳｖ/ｈが測

定されている（甲Ｇ４８７）。 

   甲状腺モニタリングの実施場所は屋内と解されることから、バッ

クグラウンドは屋外より低いとは考えられるが、プルーム（放射性

物質を含んだ雲）が到達していたり、降雨による沈着で高線量率が

継続していたりする避難所では、バックグラウンドの空間放射線量

率が０．２μ㏜／ｈよりも十分低いという前提を満たせないことも

十分にあり得る。 

 
3 ここでいうバックグラウンドとは、測定しようとする放射線以外からの放射線の
ことをいう。  

https://drive.google.com/open?id=1PXn6Y_ZeHogzAYlTCz2Ue0GDAngvWOvK&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1PXn6Y_ZeHogzAYlTCz2Ue0GDAngvWOvK&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1sLEsgzptDn49nhI_Q6m09Sq4R682r8Z7&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1WRnto7tQUUaEwZK4E0BwrJ1Jd_WGZrRg&usp=drive_fs
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   本件東海第二原発と同じ沸騰水型で出力規模が近い東京電力柏崎

刈羽原発６号機について検討されたシナリオを用いた、上岡直見氏

によるシミュレーションの結果（甲Ｇ４９６）が次の図である。 

 

 

   例えば、上図の２０μＳｖ/ｈ（黄）の区域について、屋内退避に

よる被ばく低減効果は、その当否はさておき、内閣府 4によると５割

程度とされていることから、避難所の空間線量率は１０μ㏜／ｈ程

度もあることになる。これでは、バックグラウンドがスクリーニン

グレベル（０.２μＳｖ/ｈ）よりも十分に低いという前提を満たす

ことができない。 

 
4 甲 G４６３・「原子力災害発生時の防護措置―放射線防護対策が講じられた施設
等への屋内退避―」１２頁   
非 RC（鉄筋コンクリート造以外）で、NV（自然換気）の場合  

https://drive.google.com/open?id=1h9H8BN6WRSpNU5O-MB3daJuzNC4ySTRu&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1dIZqff7B8Iq0Zm4VNEqmVafV5JmKeg_a&usp=drive_fs
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 ３ 以上のとおり、屋内での検査であっても、スクリーニングができ

ないことが十分にあり得る。 

 

第１０ まとめ 

 １ 甲状腺モニタリングは、被ばく線量の推定方法が「今後の検討課

題」とされ、「被ばく線量の推定」という原子力災害対策指針の目的

をそもそも達せられていない。 

 ２ また体制についても、茨城県が簡易検査の体制整備が不可能であ

ることを認めており、甲状腺モニタリングを実現可能な体制は整え

られていない。 

 ３ 甲状腺モニタリングの対象者は避難所へ避難した者に限定されて

いるため、避難・一時移転ができなかった住民らは、避難指示区域

で被ばくを強いられるにもかかわらず、対象外となっている。 

 ４ 避難所で簡易検査を受けられたとしても、詳細検査が必要になれ

ば、詳細検査をする病院のある避難元へ戻ることとなる。これでは

避難にはならない。 

 ５ 検査機器の点をみても、福島第一原発事故の反省に基づいて原子

力規制員会が開発を委託した、「事故後早い段階においてできるだけ

沢山の人」を対象に「精度の高い計測」ができるとしている機器

（実際にそのような機能を有するかは不明）は、簡易検査では用い

られないことになり、福島第一原発事故の失敗を克服できていな

い。 

 ６ 測定環境については、バックグラウンドがスクリーニングレベル

よりも十分に低いという前提を満たすことができないことも十分に

あり得る。 
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 ７ 甲状腺モニタリング結果を本人の請求を待つまでもなく知らせる

体制も整備されていない。 

 ８ 以上の点だけをみても、甲状腺モニタリング、ひいては被ばく線

量の推定を実現することはできない。 

   したがって、住民らは、原発事故によって被ばくを強いられて

も、被ばく量を知ることもできず、適切な健康観察、治療を受けら

れない。住民らの生命、身体を保護する計画とは到底いえない。 

   よって、この点からも、第５の防護階層に不備欠落があり、人格

権侵害の具体的危険が認められる。 

以上 
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一審原告  大石 光伸 外 
一審被告  日本原子力発電株式会社 

 

証拠説明書 

（甲Ｇ４７２～４８７） 
 

２０２５（令和７）年１１月２６日 
 
東京高等裁判所  
第２２民事部ハに係 御中 

                  一審原告ら訴訟代理人 
 

弁護士   河  合   弘  之  

外 

 
以下の証拠は、いずれも写しである。 

号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

甲Ｇ４７２ 「甲状腺被ばく線

量モニタリング実

施マニュアル」 

内閣府（原子

力防災担当） 

原子力規制庁 

令和５年５月３

１日 

内閣府・原子力規制庁が作成した

「甲状腺被ばく線量モニタリング実施

マニュアル」の内容。 

甲Ｇ４７３ 「甲状腺被ばく線

量モニタリング実

施マニュアルの制

定案及び意見公

募の実施」 

（抜粋：１頁、２頁） 

原子力規制庁 令和５年２月１

５日 

 原子力規制委員会が「甲状腺被ば

く線量モニタリング実施マニュアル

（案）」の意見公募の実施を決めた会

議の資料には、「今後の主な検討課

題」として「１．甲状腺被ばく線量モニ

タリングの測定結果に基づく甲状腺

の被ばく線量の推定方法及びその対

象者」などと記載されていること。 

甲G４７４ 議事録 

「令和４年度原子

力規制委員会 

第７３回会議議事

録」 

（ 抜 粋 ： １ 頁 、 ２

頁、２４頁、２５頁） 

原子力規制委

員会 

令和５年２月１

５日 

 原子力規制委員会が「甲状腺被ば

く線量モニタリング実施マニュアル

（案）」の意見公募の実施を決めた会

議で、甲状腺の被ばく線量の推定方

法が検討課題であることが説明され

ていること（２４頁、２５頁）。 

甲G４７５ 「令和３年度第１

回道府県原子力

防災担当者連絡

会議」と題する資

料 

（抜粋） 

１枚目から４枚

目 不明 

５枚目から７枚

目 福井県担

当者 

令和３年６月7

日 

 ２０２１年６月７日の道府県原子力防

災担当者連絡会議で、原子力規制

庁から、「緊急時の甲状腺被ばく線量

モニタリングに関する検討チーム」の

議論状況の説明を受けて、福井県か

ら、「甲状腺被ばく線量モニタリング

https://drive.google.com/open?id=1CEB_hRi4f6VY6I6rBSbA7CEGueg5tClA&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1vd3ilF-fgLn1cGDlyvsn9xaoLP9ANcz9&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1NLiwF0QpRZ0Vschn-r_v6YoDECkuYMNT&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1rpA8BcvWoaPLV9hH_G2DBj8pUZRC8a1O&usp=drive_fs
大河 陽子
抜粋済みの資料です。
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号 証 標  目 作成者 
作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

の目的は何か？放射線の調査研究

なのか？」と甲状腺被ばく線量モニタ

リングの意義への疑問が呈されてい

ることなど。 

甲G４７６ 「小児甲状腺被ば

く調査に関する経

緯について」 

（抜粋： １頁～８

頁） 

原子力安全委

員会事務局 

平成２４年９月

１３日 

 福島第一原発事故時には、全国か

らの医師、技師らが現地に集まっても

なお、甲状腺被ばく線量検査ができ

たのは１０８０人のみであったこと。 

甲G４７７ 会議報告 

「緊急時の甲状腺

被ばく線量モニタ

リングに関する説

明会結果」 

茨城県担当者 ２０２１年６月１

８日 

 ２０２１年６月１８日に行われた、原子

力規制庁・内閣府による道府県担当

者向けの「緊急時の甲状腺被ばく線

量モニタリングに関する説明会」で、

茨城県は「本県はＵＰＺ内人口が約９

０万人と非常に多く、対応は不可能

だと認識している」と述べ、甲状腺モ

ニタリングを県で実施することはでき

ない旨を訴えていることなど。 

甲G４７８ 会議報告 

「緊急時の甲状腺

被ばく線量モニタ

リングに関する関

係道府県説明会」 

福井県担当者 ２０２１年６月１

５日 

 ２０２１年６月１５日に行われた、原子

力規制庁・内閣府による道府県担当

者向けの「緊急時の甲状腺被ばく線

量モニタリングに関する説明会」で、

福井県は、国に対して、 

①甲状腺被ばく線量モニタリング体

制の整備はできないことを訴えている

こと 

②国に主体性がなく地方へ丸投げで

あると厳しく批判していること 

など。 

甲G４７９ 「茨城県地域防災

計画（原子力災害

対策計画編）」 

（抜粋：表紙、６１

頁） 

茨城県 令和６年３月  「原子力災害拠点病院」は、茨城県

が指定しているのは、水戸医療セン

ター、県立中央病院、筑波大学附属

病院の３病院であること。 

甲Ｇ４８０ 「原子力災害医療

・総合支援センタ

ーの担当地域図」 

原子力規制委

員会 

令和７年４月１

日 

 埼玉県、栃木県、群馬県に避難す

る住民は、避難先に原子力災害拠点

病院がないこと。 

甲Ｇ４８１ 「「平成２９年度放

射線対策委託費

（放射線安全規制

研究戦略的推進

事業費）」に係る

新規研究課題及

びネットワーク事

原子力規制委

員会原子力規

制庁 

長官官房放射

線防護グルー

プ 

放射線対策・

平成２９年４月

２５日 

２０１７年、原子力規制庁の「平成２

９年度放射線防護分野の安全研究」

として、「放射性ヨウ素等の迅速・高精

度な内部被ばくモニタリング手法に

関する研究」が、９０００万円（１年３００

０万円、３年間）で公募されたこと。 

開発対象について「高バックグラウ

https://drive.google.com/open?id=1On9JB92dmC5hyDY4be1zlO38SeAM1P6o&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=18bWrhMxjm3ScDOdppjCE8d-k1O3MmiEl&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TqkjDBMg5xLZZqmYGdE85Mf1MnYHPYmH&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1O55EAnz80afndgqHyn9VjXWd5bAYlPdv&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1TWJ_2FtTmhbBONZ5Gr1iaZENQWh-davW&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1UUkLJfR3fH3sbxGrWDYb0PnLElbWA7fX&usp=drive_fs
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作 成 

年月日 
立 証 趣 旨 

業の公募要項」 

（ 抜 粋 ： １ 頁 、 ２

頁、１４頁、１９頁） 

保障措置課 ンド環境に対応する」、「小型」と指定

されているとおり、避難所で「事故後

早い段階においてできるだけ沢山の

人」を対象に「精度の高い計測」ので

きる機器の開発が求められていたこと

など。 

甲Ｇ４８２ 「緊急時の甲状腺

被ばく線量モニタ

リングに関する検

討チームの設置

について」 

原子力規制委

員会 

令和３年２月３

日 

２０１７年に原子力規制庁が開発者

を公募した研究について、開発者とし

て、日本原子力研究開発機構（ＪＡＥ

Ａ）と量子科学技術研究開発機構（Ｑ

ＴＳ）が採用され、それぞれ新型モニ

タを開発したこと。 

甲G４８３ 議事録 

「令和２年度原子

力規制委員会 

第５３回会議議事

録」 

（抜粋：１頁、１９

頁） 

原子力規制委

員会 

令和３年２月３

日 

原子力規制委員会は、２０２１年２

月３日、甲状腺被ばく線量を詳細に

測定できる装置の実用化の目途が立

ったとして、「緊急時の甲状腺被ばく

線量モニタリングに関する検討チー

ム」の設置を了承したこと。 

この会議では、伴信彦委員が、福

島第一原発事故時の失敗を克服す

るための機器開発であったことを説

明したこと。 

甲Ｇ４８４ 「緊急時の甲状腺

被ばく線量モニタ

リングに関する検

討内容について」 

（抜粋：１頁、２頁） 

原子力規制庁 

放射線防護企

画課 

令和３年２月 

１８日 

２０２１年２月１８日の同チームの第

１回会議で、突如、「簡易測定は、…

広く普及しているＮａＩ（ＴＩ）サーベイメ

ータによる測定を基本として検討す

る。」（１頁）との方針が示され、新型モ

ニタを使わない理由については触れ

られていないこと。 

甲Ｇ４８５ 「福島県内各地方 

環境放射能測定

値（概算値）（説明

資料）」 

ERC （ 緊急時

対応センター） 

平成２３年３月

１６日 

福島第一原発事故によって、３月１

６日に福島市では、２０μ㏜／ｈを超

える放射線量が計測されていること。 

甲Ｇ４８６ 「福島第一原子力

発電所事故による 

健康への影響に

関する検証 報告

書」 

（抜粋： １頁、 17

頁） 

新潟県原子力

発電所事故に

よる健康と生

活への影響に

関する検証委

員会健康分科

会 

令和５年３月２

４日 

福島第一原発事故によって、いわ

き市で２３．７μSv/hもの高い放射線

量が計測されていること。  

甲Ｇ４８７ 「茨城県における

モニタリング状況」 

文部科学省 平成２３年３月

１５日 

福島第一原発事故によって、３月１

５日に東海村では、５．８μ㏜／ｈの

放射線量が測定されたこと。 

 

https://drive.google.com/open?id=1_0REZ_HxwO4KaI80vJPzok8N2ab5Tx9M&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1e6u-TkaR9pXvuRWugAaXeYUrTCWGFCqW&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1d_JBJgEdR4BhTkyJZi-iLAKt94C47UpB&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1PXn6Y_ZeHogzAYlTCz2Ue0GDAngvWOvK&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1sLEsgzptDn49nhI_Q6m09Sq4R682r8Z7&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=1WRnto7tQUUaEwZK4E0BwrJ1Jd_WGZrRg&usp=drive_fs
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